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規 員IJ

金沢市児童館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を ここに公布する。

令和4年 9月20日

金沢市長 村 山

⑨金沢市規則第引号

金沢市児童館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

金沢市児童館条例の一部を改正する条例(令和4年条例第四号)の施行期日は、令和 4年10月10日とする。

職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

令和4年9月20日

⑨金沢市規則第52号

職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

金沢市長 村 山

第 1条 職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第33号)の一部を次のように改正する。

卓

卓

第3条の 2第 1項中「第2条の 3第3号イ」を「第2条の 3第3号ウ」に改め、同項に次の 1号を加える。

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

第3条の 2第2項中「第2条の4第2号」を「第2条の4第3号」に改める。

第3条の 3を削り、第3条の 2を第3条の 3とし、第3条の次に次の 1条を加える。

(市長が定める特別の事情)

6 

15 

16 

16 

第3条の 2 条例第2条の 3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第 3条第 l号から第4号ま

でに掲げる事情とする。

第4条第 1項中 「様式第2号」を「様式第 1号」に、「第3条第8号」を「第3条第7号」に、 「条例第2条の 3

第3号に掲げる場合又は条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては」を「次に掲げる場合は」に改め、同項

に次の各号を加える。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の 2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の 3第 3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の 1歳

到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の

配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(条例第 2条の 3第 2
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号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の 1歳到達日

後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の

末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の 1歳6か月到達日

以前の日である場合

第5条を次のように改める。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第 5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第 3条第 7号に規定する職員が任

期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日

の翌日の 1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、 2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第 3条の 2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長

後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の 3第 3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第 2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

第6条第2項中「様式第3号」を「様式第2号」に改める。

第8条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。

ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育

児休業に係る子の出生の日から条例第 3条の 2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代

わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

第8条第4号中「引き続き」を「引き続いて」に改める。

第11条の次に次の 1条を加える。

(育児短時間勤務計画書)

第11条の 2 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第 3号のとおりとする。

様式第 1号を次のように改める。
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様式第 1号(第4条、第 5条関係)

育児休業承認請求書

請求年月日 年 月 日

(任命権者)

様

請求 者所 属

職

氏名

次のとおり 育児休業の承認 を請求します。

育児休業の期間の延長

1 請求に係る子 氏名

続柄等

生年月日 年 月 日生

2 請求の内容 口 育児休業の承認(次に掲げる育児休業の承認を除く。)

口 同ーの子に係る 3回目以後の育児休業の承認(既に 2回の育児休業(育児休業法

第 2条第 1項各号に掲げる育児休業を除く。)を取得した場合のものに限る。)

口 育児休業の期間の最初の延長

口 育児休業の期間の再度の延長

(同一の子に係る 3回目以後の育児休業の承認(既に 2回の育児休業(育児休業法第

2条第 l項各号に掲げる育児休業を除く。)を取得した場合のものに限る。)、育児休

業の期間の再度の延長、非常勤職員の l歳6か月までの子の育児休業の承認又は非常

勤職員の 2歳までの子の育児休業の承認が必要な事情を記入)

3 請求期間 年 月 日から 年 月 日まで

4 既に育児休業 年 月 日から 年 月 日まで

をした期間 年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

5 配偶者 氏名

育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで

6 備考

(注) ① この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類(医師又は助

産師が発行する出生(出産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理

証明書又は養子縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証明書、児童

相談所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書等)を添付すること(写しでも可)。

② r2 請求の内容」欄の r1歳6か月までの子の育児休業」とは、職員の育児休業等に関する条例

(以下「条伊山という。)第2条の 3第 3号に掲げる場合に該当してする育児休業をいい、 r2歳までの

子の育児休業」とは、条例第2条の 4の規定に該当してする育児休業をいう(④において同じ。)。

③ 子の出生前に請求する場合は、 r3 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、 r1 請求に係る子」

欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

④ r5 配偶者」欄は、非常勤職員が 1歳2か月までの子の育児休業(条例第2条の 3第 2号に掲げる

場合に該当してする育児休業をいう。)、 1歳6か月までの子の育児休業又は 2歳までの子の育児休業を

しようとする場合に記入すること。

⑤ 16 備考」欄には、 (ア)請求に係る子以外に 3歳に満たない子を養育する場合においてはその氏名、

請求者との続柄等及び生年月日、 (イ)請求に係る子が養子の場合においては養子縁組の効力が生じた目、

(ウ)請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においてはその旨並びに当該承

認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。

⑥ 該当する口にはレ印を記入すること。
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様式第2号を削り、様式第3号を様式第2号とし、同様式の次に次の 1様式を加える。

様式第 3号(第11条の 2関係)

育児短 時 間 勤務 計画 書

請求年月日 年 月 日

(任命権者)

本美

請求 者所 属

職

氏名

次のとおり再度の育児短時間勤務の承認の請求をする予定ですので、育児短時間勤務計画書を提出します。

なお、記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届け出ます。

1 請求に係る子

子の氏名 |生年月日 | 年 月 日生

2 請求者の計画

請求期間 年 月 日から 年 月 日まで

再度の請求予定期間 年 月 日から 年 月 日まで

3 備考

(注) ① 育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務承認請求書と同時に(変更の届出の場合は、記載事項に変

更が生じた後遅滞なく)提出するものとする。

② 「請求期間」 欄には、 育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入する。

③ 子の出生前に提出する場合は、11 請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やかに行うこと。

④ 変更の届出の場合は、 1及び2の記載事項のうち変更する箇所のみ記入する。

(職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

第2条 職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)の一部を次のように改正する。

第17条第 2項中「の各号」を削り、同項第2号を次のように改める。

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期

聞については、その 2分の lの期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第 3条の 2に規定する期間内にあ

る育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が 2以上あるときは、それぞれの期間を合

算した期間)が 1か月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第 3条の 2に規定する期間内にあ

る育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が 2以上あるときは、それ

ぞれの期間を合算した期間)が 1か月以下である育児休業

第18条第2号中「から第5号まで、第9号及び第10号」を「、第4号、第8号及び第9号」に改める。

第19条の 3第 2項第2号中「をしている職員 (当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間)が 1か月以下である職員を除く。)J を I(第17条第2項第2号ア及びイに掲げる

育児休業を除く。)をしている職員」に改める。

(職員の服務等に関する条例施行規則の一部改正)

第 3条 職員の服務等に関する条例施行規則(平成7年規則第 5号)の一部を次のように改正する。

第14条第 l項第14号中「後8週間」を「以後 l年」に改める。

(金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

第4条 金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第16号)の一部を次のように改正

する。

第17条第 1項第8号中「後8週間」を「以後 1年」に改める。

附則

4 
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この規則は、令和4年10月 1日から施行する。

金沢市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和4年 9月20日

金沢市長 村 山

⑨金沢市規則第53号

金沢市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市職員退職手当支給条例施行規則(昭和30年規則第34号)の一部を次のように改正する。

第3条の次に次の 5条を加える。

(条例第9条第 1項に規定する規則で定める理由)

第3条の 2 条例第9条第 1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

卓

(1) 疾病又は負傷(条例第 9条第11項第 3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合におけ

る当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第3条の 3 条例第9条第 l項の規定による申出は、市長が別に定める申請書(以下「受給期間延長等申請書」とい

う。)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給

資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができな

いことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第9条第 1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手

当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の

規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただ

し、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第 1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して 7日以内にしなければな

らない。

4 第2項ただし書の場合における第 1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことに

ついてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 市長は、第 1項の申出をした者が条例第9条第 l項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に市長が

別に定める通知書(以下「受給期間延長等通知書」という。)を交付しなければならない。この場合(第 1項ただ

し書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必

要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やか

に、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市

長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等

通知書

(2) 条例第 9条第 1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第 1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同

項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(条例第9条第4項の規則で定める事業)

第3条の 4 条例第9条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、 30日を経過する日が、条例第9条第 1項

に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第 l項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資

格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法第56条の 3第 1項第 1号イに該当する者に係る

就業促進手当又は同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第

83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。)に相当する退職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの
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(条例第9条第4項の規則で定める職員)

第 3条の 5 条例第9条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第 9条第 l項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業

に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第 3条の 6 条例第9条第 1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定す

る職員の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条

例第9条第 1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当

することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第9条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始め

た日の翌日から起算して、 2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについて

やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第 9条第 1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職

員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。

この場合(第5項の規定により準用する第3条の 3第 l項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出

を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やか

に、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市

長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第 9条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給

資格証

第 7条第 1項中 I(昭和49年法律第116号)Jを削る。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 令和4年 7月 1日か らこの規則の施行の日の前日までの聞に金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

(令和4年条例第34号)による改正後の金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)第9条第4項に規定

する事業を開始した者又は当該事業に専念し始めた者に対する改正後の第 3条の 6第 2項の規定の適用については、

同項中「当該特例申出に係る者が条例第9条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日」

とあるのは、「金沢市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則(令和 4年規則第53号)の施行の日」

とする。

金沢市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和4年 9月20日

金沢市長 村 山 卓

⑨金沢市規則第54号

金沢市財務規則の一部を改正する規則

金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

第50条中「金沢手形交換所の交換取扱地域内」を「全国の区域」に改める。

第57条第 1項第4号中「、観光駐車場(東山観光駐車場及び東山河畔観光駐車場を除く。)の使用料」を削る。

附則

l この規則は、令和4年10月 1日から施行する。ただし、第50条の改正規定は、同年11月4日から施行する。

2 この規則の施行の目前から観光駐車場(東山観光駐車場及び東山河畔観光駐車場を除く。)を利用する者に交付

する現金領収証書については、改正後の第57条第 1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

金沢市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和4年9月20日
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金沢市長 村

⑨金沢市規則第55号

金沢市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市文化財保護条例施行規則(令和3年規則第5号)の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第 1章総則(第 1条)

第2章指定文化財(第2条一第12条)

第3章登録文化財(第13条一第19条)

第4章選定保存技術(第20条第24条)

第5章文化財保護審議会(第25条一第28条)

第6章雑則(第29条)

附則

第 1章総則

第 1条の次に次の章名を付する。

第2章指定文化財

第22条の見出しを削り、同条を第四条とする。

山

第21条中「第4章」を「第6章」に改め、同条を第28条とし、同条の次に次の章名を付する。

第6章雑則

卓

第20条を第27条とし、 第19条を第26条とし、第18条を第25条とし、第17条中「様式第17号」を「様式第25号」に改

め、同条を第24条とし、同条の次に次の章名を付する。

第5章文化財保護審議会

第16条第 1項中「第22条」を「第32条」に、「様式第14号」を「様式第22号」に改め、同条第2項中「第22条」を

「第32条」に、「様式第15号又は様式第16号」を「様式第23号又は様式第24号」に改め、同条を第23条とする。

第15条中「様式第13号」を「様式第21号」に改め、同条を第22条とする。

第14条中「第20条第3項」を「第30条第3項」に、「様式第12号」を「様式第20号」に改め、同条を第21条とする。

第13条中「第20条第3項」を「第30条第3項」に、「様式第11号」を「様式第19号」に改め、同条を第20条とする。

第12条の次に次の 1章及び章名を加える。

第3章登録文化財

(登録簿)

第13条 条例第20条第1項に規定する登録簿は、様式第11号によるものとする。

(登録の同意書)

第14条 条例第20条第3項の規定による登録文化財の登録についての同意をした者は、登録文化財登録同意書(様式

第12号)を市長に提出するものとする。

(登録証)

第15条 条例第22条第3項に規定する登録証は、様式第13号によるものとする。

(登録証の再交付申請)

第16条 前条の登録証の交付を受けた者は、その登録証を紛失し、汚損し、又は破損したときは、登録証再交付申請

書(様式第14号)に、紛失したことを証するに足りる文書又は汚損し、若しくは破損した登録証を添えて、速やか

に市長に申請するものとする。

(所有者等の変更等の届出)

第17条 条例第24条において準用する条例第10条第 1項の規定による届出は、様式第15号によるものとする。

第18条 条例第24条において準用する条例第10条第3項の規定による届出は、様式第16号又は様式第17号によるもの

とする。

(現状変更等の届出等)

第19条 条例第25条第1項の規定による届出は、様式第18号によるものとする。

2 条例第25条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、その旨を市長に

報告するものとする。
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3 前項の規定による終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。

第 4章選定保存技術

様式第17号中「第17条」を「第24条」に改め、同様式を様式第25号とする。

様式第16号中「第16条」を「第23条」に改め、同様式を様式第24号とする。

様式第15号中「第16条」を「第23条」に改め、同様式を様式第23号とする。

様式第14号中「第16条」を「第23条」に改め、同様式を様式第22号とする。

様式第13号中「第15条」を「第22条」に改め、同様式を様式第21号とする。

様式第12号中「第14条」を「第21条」に改め、同様式を様式第20号とする。

様式第11号中「第13条」を「第20条」に改め、同様式を様式第19号とする。

様式第10号の次に次の 8様式を加える。

様式第11号(第13条関係)

金 沢 市 登録文 化財 登録簿

事 項 記 事

1 種 別

2 種 類

3 名 称

4 員 数

5 登録 証 の 言己 干Eコ王 番 号

6 登録年月日 及び告示番号

7 所 在 の 場 所

8 所 有 者の氏名文は 名称

9 所 有 者 の 住 所

10 占 有者の 氏名 又 は名 称

11 占 有 者 の 住 所

12 管理責任者の 氏 名又は名称

13 管 理 責 任 者 の 住 所

14 登 録 の 理 由

15 品 質 構 造 及 び 形 状

16 寸 法 面積 重量等

17 製 作 年 代 又 は 時 代

18 由 来 由 緒

19 製 作 者

20 その他参 考となる事項

21 備 考

(有形民俗文化財)

22 使い方、用途、使用された期間及び場所

23 生活文化に及ぼ した影響又は 特色

24 分 布
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様式第12号(第14条関係)

(宛先)金沢市長

金沢 市公 報

所有者等住所

氏名

(署名又は記名押印)

登録文化財登録同意書

年月日

私の所有(占有・保持)する下記の文化財を、金沢市登録文化財として登録することに同意します。

記

1 種別

2 名称及び員数

3 所在地(又は伝承地)

9 
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様式第13号(第15条関係)

(記号・番号)

種別

名称

(当該文化財の特徴を示す簡単な事項)

金沢市公報

~々
よL 録 証

員数

上記の文化財を金沢市文化財保護条例に基づき金沢市登録文化財登録簿に登録したことを証する。

年月日

金沢市長

10 
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様式第14号(第16条関係)

(宛先)金沢市長

金沢 市公 報

所有者等住所

氏名

登録証再交付申請書

年月日

下記のとおり、金沢市登録文化財登録証を紛失(汚損、破損)したので、再交付を申請します。

記

1 登録文化財の種別

2 登録文化財の名称及び員数

3 登録証の記号・番号

4 登録の年月日

5 紛失(汚損、破損)の年月日

6 紛失(汚損、破損)の状況

7 その他参考となる事項
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様式第15号(第17条関係)

(宛先)金沢市長

所有者等変更

所有者等住所

氏名

管理責任者選任(変更、解任)

登録文化財 |所有者等(管理責任者)氏名等変更 |届

滅失(破損、紛失、盗難)

所在場所変更

年月日

下記のとおり金沢市登録文化財の所有者等を変更(管理責任者を選任(変更、解任)、所有者等(管理責任

者)の氏名等を変更、滅失(破損、紛失、盗難)、所在場所を変更)したので届け出ます。

記

l 登録文化財の種別

2 登録文化財の名称及び員数

3 登録証の記号・番号

4 登録の年月日

5 内容

備考 所有者等の欄には、所有者等の変更の届出にあっては新所有者等及び旧所有者等が、管理責任者の選任(変

更、解任)の届出にあっては新管理責任者、旧管理責任者及び所有者が、それぞれの住所及び氏名を記入する

ものとする。
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様式第16号(第18条関係)

(宛先)金沢市長

金沢 市公 報

保持 者の相続人 住所

氏名

保持者死亡届

年月日

金沢市登録文化財(無形文化財、無形民俗文化財) の保持者が死亡したので、下記のとおり届け出ます。

記

1 無形文化財又は無形民俗文化財の名称

2 登録証の記号・番号

3 登録年月日

4 保持者の住所及び氏名

5 保持者の死亡年月日
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様式第17号(第18条関係)

(宛先)金沢市長

金沢 市公 報

保持団体の元代表者等住所

氏名

保持団体解散(消滅)届

年月日

金沢市登録文化財(無形文化財、無形民俗文化財)の保持団体が解散(消滅)したので、下記のとおり届け

出ます。

記

1 無形文化財又は無形民俗文化財の名称

2 登録証の記号・番号

3 登録年月日

4 保持団体の所在地及び名称

5 保持団体の解散(消滅)年月日
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様式第18号(第四条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

所有者等住所

氏名

[酌いは所 在地 ]
名称及び代表者の氏名

登録文化財現状変更等届

下記のとおり金沢市登録文化財の現状変更等をしたいので、届け出ます。

l 登録文化財の種別

2 登録文化財の名称及び員数

3 登録証の記号、番号及び登録年月日

4 所在の場所

5 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

6 現状変更等を必要とする理由

7 現状変更等の内容及び実施の方法

記

8 現状変更等を実施するため、現在の場所を変更するときは変更後の所在の場所

9 現状変更等の着手及び終了の予定時期

10 現状変更等に係る工事等施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに所在地

11 その他参考となる事項

附則

この規則は、令和4年10月 1日から施行する。

金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和4年9月20日

金沢市長 村 山

⑨金沢市規則第56号

金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例施行規則(平成9年規則第73号)の一部を次のように改正する。

卓

第5条第 l項を削り、同条第2項中「東山観光駐車場及び東山河畔観光駐車場」を「観光駐車場」に、「様式第3

号」を「様式第 1号」に、 「駐車料金」を「観光駐車場の使用料(以下「駐車料金」という。)Jに改め、同項を同条

とする。

第6条中「様式第4号」を「様式第2号」に改める。

第8条第 l項中「様式第 5号」を「様式第3号」に改める。

様式第 l号から様式第2号までを削り、様式第3号を様式第 l号とする。

「金沢市老舗記念館の観覧料
様式第4号中 を「観光駐車場の駐車料金」に改め、「観覧又は」及び「観覧料又は」

観光駐車場の駐車料金 」

を削り、同様式を様式第2号とし、様式第5号を様式第3号とする。
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附則

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定(同様式を様式第2号とする部分

を除く。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に観光駐車場に

入場する者について適用し、同日前に入場した者の観光駐車場の使用料の納付については、なお従前の例による。

金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和4年9月20日

金沢市長 村

⑨金沢市規則第57号

金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第 5号)の一部を次のように改正する。

第 1号様式中

出産児氏 名

| 氏 名
出産した者卜ぞ二一て主

イ国人番号

出産した者| 氏 名

改める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

出産児の続柄

個人番号

山 卓

を

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の問、所要の調整をして使用す

ることができる。

病院事 業管理規程

金沢市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

令和4年9月20日

金沢市病院事業管理者 高 回 重 男

⑨金沢市病院事業管理規程第 6号

金沢市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

金沢市立病院職員の給与に関する規程(平成25年病院事業管理規程第10号)の一部を次のように改正する。

別表第 1中 10.3Jを 10.9Jに改める。

「
別表第6行政職の項中 |23 |を |25 |に、 |3 |を

」 」

|を |;;
|に改め一献2)の項中 |9

15 39 41 
」

|を |17
」

| に改め、同表医療職(3)の項中 |9 
」

「
|に、 |3 |を |5 | に改める。

附則

この規程は、令和4年10月 1日から施行する。

令和4年(2022年)9月20日発行 発行人 金 沢 市

発行所 金沢 市役所
編集石 川県金沢 市 玉鉾 4丁目 166番地 (株) 共 栄
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